
協 議 第 4 8 号 関 係 資 料 （協議項目２４－１２－⑤関係） 

○ 水道料金 

・ 算出方法（平成２３年度におけるモデルケース（口径１３㎜、使用水量２１ｍ３／月の場合）として水道料金を算出する。） 

① 平成１５年度の料金表から口径１３㎜、使用水量２１ｍ３の現行料金を算出する。 

② 平成１５年度の口径１３㎜、使用水量２１ｍ３周辺の料金収入額と使用水量から、平均の１ｍ３単価を算出し、その単価から２１ｍ３の料金を 

算出する。 

  ③ ②で算出した料金と、現行の２１ｍ３使用時の料金との較差比率を補正係数として算出する。 

④ 平成１５年度の料金収入総額のうち口径１３㎜の料金収入の割合を求め、そのうち２１ｍ３周辺の料金収入額の割合を求める。 

  ⑤ 各市町村から提出された、平成２３年度の経営推計から供給単価（１ｍ３単価）を算出し、平成１５年度の有収水量をもとに平成２３年に置き換え

た場合の料金収入総額を算出する。 

  ・ 供給単価２２７円   

⑥ ⑤で算出した平成２３年の料金収入総額に④の割合から平成２３年度の口径１３㎜、使用水量２１ｍ３周辺の料金収入額を算出する。 

⑦ ⑥の料金収入額と平成１５年度の使用水量から平成２３年度の２１ｍ３周辺の１ｍ３単価を算出する。 

⑧ ⑦の１ｍ３単価から２１ｍ３の料金を算出し、その料金を③で算出した補正係数を用いて補正し、各市町村の平成２３年度の口径１３㎜、使用水量

２１ｍ３の水道料金とする。 

⑨ ⑧で算出した各市町村の料金を給水戸数、検針回数を勘案して平均し、平成２３年度の口径１３㎜、使用水量２１ｍ３の場合の新市の水道料金と位

置付ける。 

 

○ 現行料金（口径１３㎜、使用水量２１ｍ３／月の場合）     

       

現行水道料金は下表のとおりです。 

現 行 水 道 料 金  （単位：円） 
伊那市 高遠町 長谷村 
3,626 3,463 2,920  

 
 



協 議 第 4 8 号 関 係 資 料（協議項目２４－１２－⑤） 

 
○上水道料金の現況 

区 分 伊那市 高遠町 長谷村 
 
 
対象者 

水道料金の支払い義務 
・水道料金(以下｢料金｣という。)は、給水装置の使用者若しくは所有者又は

管理人から徴収する。 
・共用給水装置の料金は、当該給水装置の使用者若しくは所有者又は管理

人が連帯して、その納付義務を負うものとする。 
 

水道料金の支払い義務 
・水道料金は、水道使用者から徴収する。 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
水道料金 

 
料金の算定 
・料金は、別表第１に定めるところにより算出した基本料金と従量料金の

合計額に 100 分の 105 を乗じて得た額とする。この場合において、その額

に 1 円未満の端数を生じたとは、端数金額を切り捨てるものとする。 
・基本料金は、口径別に算定する。 
・従量料金は、定例日にメーター点検を行い、その計量した使用水量によ

り算定する。ただし,やむを得ない理由があるときは、市長はこれを変更す

ることができる。 
 

別表第 1                            (1 ケ月につき) 
基本料金 従量料金 

 
口径 

 

 
金額 

 
用途別 

 
使用水量区分 

 
金額 

（1ｍ３につき） 
13mm 650 円 10ｍ３以下の部分 116 円 
20mm 2,020 円 10ｍ３を超え 20ｍ３以下の部分 147 円 
25mm 3,630 円 20ｍ３を超え 30ｍ３以下の部分 174 円 
30mm 5,850 円 30ｍ３を超え 50ｍ３以下の部分 197 円 
40mm 12,400円 

一般用 

50ｍ３を越える部分 214 円 
50mm 22,500円 公衆浴場用  60 円 
75mm 39,100円 
100mm 83,500円 

私設消火栓 
(消火演習) 

 116 円 

(税抜き) 
備考 隔月検針に係る 1 月の使用水量は、検針した使用水量の 2 分の 1 とする。 

 
料金 
・料金は別表第 1 のとおりとする。 

料金の算定 
・料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ、町長が定めた

日(以下｢定例日｣という。)に、メーターの点検を行い、その計

量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。 
・前項の規定に関わらず町長が必要と認めたときは、隔月の定例

日にメーター点検を行い、定例日の属する月分及びその前月分

の料金算定をすることができる。この場合の使用水量は、各月

均等とみなす。 
・町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前項の定例

日を変更することができる。 
 
別表第 1 
高遠町水道事業水道料金表 
料金は、１ヶ月につき、次の表により算定した基本料金と超過水量料金の合計額に１

００分の１０５を乗じて得た金額とする。この場合において、その額に１円未満の端数

が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 
 
基本料金(１ケ月につき) 
基本水量 料金 

超過水量料金(１ケ月につき) 

11ｍ３～20ｍ３まで 1ｍ３当たり 140 円 
21ｍ３～30ｍ３まで 1ｍ３当たり 145 円 
31ｍ３～50ｍ３まで 1ｍ３当たり 158 円 

１０ｍ３ １，７５４円 

51ｍ３以上 1ｍ３当たり 169 円  

 

対象者６４，６０３人 対象者４，７４７人 
平成１５年度

決算額 １，４４０，６９９千円（税込み） ９９，０９１千円 

 

 

 
 


